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令 和 ７ 年 度 事 業 計 画 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

Ⅰ 活動の基本方針 

  公益社団法人名古屋中村法人会は「税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域 

 の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体」としての理念を基に、税知識の普及 

 と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な運営に寄与するとともに、地域企業と地域社 

 会の健全な発展に貢献するための事業を実施する。 

１ 税知識の普及 

企業経営の健全化並びにその発展向上に資するため、税務、経営等に関する研修会及び講演

会等の事業活動を積極的に行う。 

 ２ 納税意識の高揚 

「明日を担う子供たちの育成」の重要性を認識し、子供達への租税教育活動を積極的に展開す

る。 

 ３ 税制改正に関する提言 

 租税負担の軽減及び簡素化並びに適正公平な税制確立のため、税制改正要望事項の実現に努

める。 

４ 地域企業・地域社会の発展に貢献する事業の推進 

時機を得た経済・経営・実務・時事問題及び健康・文化・芸術などに関する講演会等を開催

し、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献するための事業を推進する。 

また、法人会の知名度アップにも努める。 

５ 組織基盤強化の推進 

  法人会活動の充実には組織基盤の強化が重要であり、会員の減少及び組織率の低下に対して

は、組織が一体となった対応が求められる。 

令和７年の県連主催の運営研究発表会に向け、役員・会員による議論を活性化し、会員数純

増を目指して、積極的な加入勧奨活動を展開する。 

また、ホームページの充実を図り、会員の加入勧奨活動にも効果的な広報活動を推進する。 

６ 法人会相互間の連絡協調 

（１）一般社団法人愛知県法人会連合会及び各単位会との連絡協調を図る。 

（２）東海法人会連合会及び公益財団法人全国法人会総連合との連絡協調を図る。 

（３）他法人会との積極的な交流を行い、事業活動の参考としながら、相互の発展に資する。 

 

Ⅱ 主要行事計画 

１ 税知識の普及を目的とする事業【公益 1-1】 

 （１）税務研修会・税法研修会 

イ 改正税法研修会 

    令和７年度改正税法を中心に解説 

    対 象 名古屋中村税務署管内の法人等 

    日 時 令和７年７月１５日 



    場 所 ウインクあいち 会議室 

    講 師 名古屋税理士会中村支部 税理士 

   ロ 決算期における留意点説明会 

     決算において誤りやすい事項や自主点検チェックシートの活用を説明 

    対 象 名古屋中村税務署管内の法人等 

      日 時 令和７年８月６日 

      場 所 名古屋国際センター 会議室 

      講 師 名古屋中村税務署 法人課税部門 担当官 

ハ 税法研修会 

    「法人税」、「相続税・贈与税」などの税法研修 

  対 象 名古屋中村税務署管内の法人等 

    日 時 令和７年９月～令和８年３月 

    場 所 ウインクあいち 

    講 師 名古屋中村税務署 法人課税部門及び資産課税部門担当官又は税理士 

ニ 年末調整説明会 

      年末調整のポイントを研修 

    対 象 名古屋中村税務署管内の法人の源泉所得税実務担当者 

      日 時 令和７年１１月６日 

      場 所 ウインクあいち 

      講 師 名古屋中村税務署 法人課税部門及び管理運営部門 担当官  

（２）青年部会及び女性部会税務研修会 

    青年部会及び女性部会主催の税務研修会 

    対 象 名古屋中村税務署管内の青年部会及び女性部会に所属する法人等 

    日 時 令和７年８月、１１月及び令和８年２月 

    場 所 名鉄グランドホテル等 

    講 師 名古屋中村税務署 法人課税部門 担当官 

（３）大規模法人税務研修（名古屋西・名古屋北・小牧・一宮・瀬戸旭・津島法人会との共催） 

    名古屋国税局調査部長(次長）及び担当官による研修 

    対 象 名古屋中村税務署管内の大規模法人 

    日 時 令和７年１１月２８日 

    場 所 ウインクあいち 

    講 師 名古屋国税局調査部 調査部長(次長） 

        名古屋国税局調査部 調査審理課 担当官 

名古屋国税局課税第一部 課税総括課 担当官 

（４）税務署長等による講演会 

名古屋中村税務署長・副署長講演会 

  対 象 名古屋中村税務署管内の法人等 

    日 時 令和７年８月４日及び令和８年１月２０日 

    場 所 名鉄グランドホテル 

    講 師 名古屋中村税務署長・副署長 

（５）新設法人説明会 

法人税及び消費税等の留意点や自主点検チェックシートを説明 



     対 象 名古屋中村税務署管内の新設法人 

      日 時 令和７年９月３０日 

      場 所 ウインクあいち 

      講 師 名古屋中村税務署 法人課税部門 担当官 

 

２ 納税意識の高揚を目的とする事業【公益 1-2】 

（１）地域イベント等における租税教育活動 

イ 中村区内の小学生に対する租税教室の開催 

   対 象 中村区内の小学校６年生 

    日 時 令和６年４月～７月 

    場 所 各小学校 

ロ 警察署の見学会及び租税教室の開催 

    対 象 中村区内の小学生 

    日 時 令和７年１１月 

    場 所 中村警察署 

ハ 税に関する絵はがきコンクールの開催 

対 象 中村区内の小学４年生～６年生 

日 時  令和７年４月～９月 

   ニ 小学生の税金ウルトラクイズ大会（仮称）の開催 

     対 象 中村区内の小学校６年生 

     日 時 令和８年２月 

     場 所 未定 

ホ 中村区区民まつり 

     まつり会場の法人会ブース内で税金クイズ等を実施 

     対 象 中村区区民まつりに参加した小学生等 

     日 時 令和７年１０月 

     場 所 中村公園 

ヘ 冬休みファミリー映画会 

中村区安心・安全で快適なまちづくり推進協議会主催の「冬休みファミリー映画会」に

お菓子と税の啓発用マンガ本を配付し、税金の意義について説明する。 

日 時 令和７年１２月 

場 所 中村文化小劇場 

   ト 献血イベントにおける税の啓発活動 

     献血イベントにおいて、税の啓発パンフレット・グッズ等を配付し、広く税の意義や確

定申告について周知する。  

日 時 令和８年２月頃 

     場 所 名古屋市中村区区内（未定） 

（２）税の啓発活動 

  名古屋中村税務連絡協議会の構成員として、税の啓発活動を行う。 

イ 「なかむら税連協だより」を年２回、中村区内全戸に回覧等し税の情報提供を行う。 

   ロ 税を考える週間及び確定申告期間には名鉄百貨店前で税の啓発活動を行う。 

 



３ 税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業【公益 1-3】 

   役員等へのアンケート調査結果を踏まえ、税制及び税務に関する提言を取りまとめ、一般社

団法人愛知県法人会連合会を通じて公益財団法人全国法人会総連合（全法連）に上申する。 

   なお、全法連で作成された提言は中村区内選出国会議員へ直接持参し、実現のための協力を

要請する。 

 

４ 地域企業の健全な発展に資する事業【公益 2-1】 

（１）経済・経営講演会 

    経済・経営・時事問題の精通者による経済・経営講演会を開催 

    市内９法人会合同講演会 

     対 象 地域企業の経営者ほか一般市民 

     日 時 令和７年９月１６日及び令和８年１月２７日（年２回） 

     場 所 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 

     講 師 東国原英夫氏（元宮崎県知事）ほか（未定） 

 （２）地域企業向け実務研修会 

 イ 新入社員研修 

   対 象 地域企業の若手社員等 

   日 時 令和７年４月１４日 

   場 所 名古屋国際センター 

   講 師 Ｂｅスタッフィング講師・名古屋中村税務署法人課税部門担当官 

 ロ 人事労務セミナー 

   日 時 令和７年６月２４日 

   場 所 名古屋能楽堂 

   講 師 アライツ社会保険労務士事務所講師 

 ハ 人事労務セミナー   

   日 時 令和７年１０月８日 

   場 所 名古屋能楽堂 

   講 師 アライツ社会保険労務士事務所講師 

   ニ セミナー・オンデマンド 

     年間を通じて、オンデマンドによる各種セミナーを配信 

 

５ 地域社会への貢献を目的とする事業【公益 2-2】 

   地域企業や地域住民を対象として、健康や文化・芸術等に関する講演会・研修会等を開催 

（１）教養講演会 

    対 象 地域企業の経営者ほか一般市民 

    日 時 令和７年５月２７日 

    場 所 ウインクあいち 

    講 師 土井善晴氏（料理研究家） 

（２）健康セミナー 

    日 時 令和８年３月 

    場 所 ウインクあいち 

    講 師 未 定 



 

６ 広報事業【公益 1・2】 

公益目的事業の実績をホームページや法人会報「法人会だより」に掲載するなど、広く一般

にも公開する。 

 

７ 会員福利厚生事業【収益事業】 

   会員企業の福利厚生制度を支援するための保険事業並びに企業保全を目的とした制度の普

及促進を行う。 

（１）団体取扱いの保険契約等の加入推進（保険事業） 

財政基盤の充実を図る上でも、取扱者数の目標達成と加入率の向上に努める。 

   イ 公益財団法人全国法人会総連合の制度 

（イ）大同生命保険（経営者大型総合保障制度） 

（ロ）ＡＩＧ損害保険（ビジネスガード） 

（ハ）アフラック（がん保険・介護保険） 

   ロ 一般社団法人愛知県法人会連合会の制度 

（イ）三井住友海上火災保険（貸倒保証制度） 

（ロ）福利厚生倶楽部（福利厚生施設等の利用） 

   ハ 公益社団法人名古屋中村法人会の制度 

      愛知県中小企業共済（傷害共済等） 

（２）人間ドックの実施（健康増進事業） 

一般財団法人愛知健康増進財団及び一般財団法人全日本労働福祉協会東海支部と提携し、

人間ドックの受診案内を行う。 

一般財団法人愛知健康増進財団においては、会員企業は年間１社３名まで、１人当たり 

５，０００円の補助があり、一般財団法人全日本労働福祉協会東海支部においては受診料の

割引制度がある。 

 

 ８ 会員交流事業【共益事業】 

（１）バス研修旅行 

（２）本会、青年部会及び女性部会合同ゴルフ大会 

（３）会員企業紹介ホームページを通じて、会員相互の交流を図る。 


